
（０８）試験（多肢択一式）答案用紙（午前の部）

（この欄は記入不要）

試験区分

マーク記入例

良い例�

悪い例�

�

�

�

�

受験地

十の位 一の位

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

受 験 番 号

千の位 百の位 十の位 一の位

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9

注 意 事 項
１　記入に際しては、必ず鉛筆 （ B 又はHB ) を使用すること。
２　�「氏名」「受験地」「受験番号」は、配布した試験問題裏表紙の記入例に従って正しく記
入すること。

３　マークは、 記入例に従い、 枠内を濃く塗りつぶすこと。
４　�解答欄へのマークは、 各問につき 1か所だけにすること。二つ以上の箇所にマークがさ

れている欄の解答は無効とする。
５　�マークを訂正する場合には、プラスチック製消しゴムで完全に消してから、マークし
直すこと。

６　答案用紙を汚したり、 折り曲げたりしないこと。

解 答 欄
問� １ 1 2 3 4 5 問� 21 1 2 3 4 5

問� ２ 1 2 3 4 5 問� 22 1 2 3 4 5

問� ３ 1 2 3 4 5 問� 23 1 2 3 4 5

問� ４ 1 2 3 4 5 問� 24 1 2 3 4 5

問� ５ 1 2 3 4 5 問� 25 1 2 3 4 5

問� ６ 1 2 3 4 5 問� 26 1 2 3 4 5

問� ７ 1 2 3 4 5 問� 27 1 2 3 4 5

問� ８ 1 2 3 4 5 問� 28 1 2 3 4 5

問� ９ 1 2 3 4 5 問� 29 1 2 3 4 5

問� 10 1 2 3 4 5 問� 30 1 2 3 4 5

問� 11 1 2 3 4 5 問� 31 1 2 3 4 5

問� 12 1 2 3 4 5 問� 32 1 2 3 4 5

問� 13 1 2 3 4 5 問� 33 1 2 3 4 5

問� 14 1 2 3 4 5 問� 34 1 2 3 4 5

問� 15 1 2 3 4 5 問� 35 1 2 3 4 5

問� 16 1 2 3 4 5

問� 17 1 2 3 4 5

問� 18 1 2 3 4 5

問� 19 1 2 3 4 5

問� 20 1 2 3 4 5

氏 名



（０８）試験（多肢択一式）答案用紙（午後の部）

（この欄は記入不要）

試験区分

マーク記入例

良い例�

悪い例�

�

�

�

�

受験地

十の位 一の位

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

受 験 番 号

千の位 百の位 十の位 一の位

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9

注 意 事 項
１　記入に際しては、必ず鉛筆 （ B 又はHB ) を使用すること。
２　�「氏名」「受験地」「受験番号」は、配布した試験問題裏表紙の記入例に従って正しく記
入すること。

３　マークは、 記入例に従い、 枠内を濃く塗りつぶすこと。
４　�解答欄へのマークは、 各問につき 1か所だけにすること。二つ以上の箇所にマークがさ

れている欄の解答は無効とする。
５　�マークを訂正する場合には、プラスチック製消しゴムで完全に消してから、マークし
直すこと。

６　答案用紙を汚したり、 折り曲げたりしないこと。

解 答 欄
問� １ 1 2 3 4 5 問� 21 1 2 3 4 5

問� ２ 1 2 3 4 5 問� 22 1 2 3 4 5

問� ３ 1 2 3 4 5 問� 23 1 2 3 4 5

問� ４ 1 2 3 4 5 問� 24 1 2 3 4 5

問� ５ 1 2 3 4 5 問� 25 1 2 3 4 5

問� ６ 1 2 3 4 5 問� 26 1 2 3 4 5

問� ７ 1 2 3 4 5 問� 27 1 2 3 4 5

問� ８ 1 2 3 4 5 問� 28 1 2 3 4 5

問� ９ 1 2 3 4 5 問� 29 1 2 3 4 5

問� 10 1 2 3 4 5 問� 30 1 2 3 4 5

問� 11 1 2 3 4 5 問� 31 1 2 3 4 5

問� 12 1 2 3 4 5 問� 32 1 2 3 4 5

問� 13 1 2 3 4 5 問� 33 1 2 3 4 5

問� 14 1 2 3 4 5 問� 34 1 2 3 4 5

問� 15 1 2 3 4 5 問� 35 1 2 3 4 5

問� 16 1 2 3 4 5

問� 17 1 2 3 4 5

問� 18 1 2 3 4 5

問� 19 1 2 3 4 5

問� 20 1 2 3 4 5

氏 名



構 成 用 紙



※
答
案
用
紙
の
筆
記
可
能
線
（
答
案
用
紙
の
外
枠
の
二
重
線
）
を
越
え
て
筆
記
を
し
た
場
合
、
当
該
筆
記
可
能
線
を
越
え
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
採
点
さ
れ
ま
せ
ん
。

受 験 地

受 験 番 号

氏 名

４

午後の部

第
三
十
六
問
答
案
用
紙 

 
第１欄 （１） （２） （３） （４） 

登記の目的 

申

請

事

項

等

登記原因 
及びその日付 

上記以外の 
申請事項等 

添付情報 

課税価格 

登録免許税額 

（08）



※
答
案
用
紙
の
筆
記
可
能
線
（
答
案
用
紙
の
外
枠
の
二
重
線
）
を
越
え
て
筆
記
を
し
た
場
合
、
当
該
筆
記
可
能
線
を
越
え
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
採
点
さ
れ
ま
せ
ん
。

受 験 地

受 験 番 号

氏 名

４

午後の部

第
三
十
六
問
答
案
用
紙 

 
第１欄 （１） （２） （３） （４） 

登記の目的 

申

請

事

項

等

登記原因 
及びその日付 

上記以外の 
申請事項等 

添付情報 

課税価格 

登録免許税額 



※
答
案
用
紙
の
筆
記
可
能
線
（
答
案
用
紙
の
外
枠
の
二
重
線
）
を
越
え
て
筆
記
を
し
た
場
合
、
当
該
筆
記
可
能
線
を
越
え
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
採
点
さ
れ
ま
せ
ん
。

第２欄 （１） （２） （３） 第３欄 

登記の目的 

申

請

事

項

等

登記原因 
及びその日付 

上記以外の 
申請事項等 

添付情報 

課税価格 

登録免許税額 



※
答
案
用
紙
の
筆
記
可
能
線
（
答
案
用
紙
の
外
枠
の
二
重
線
）
を
越
え
て
筆
記
を
し
た
場
合
、
当
該
筆
記
可
能
線
を
越
え
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
採
点
さ
れ
ま
せ
ん
。

第２欄 （１） （２） （３） 第３欄 

登記の目的 

申

請

事

項

等

登記原因 
及びその日付 

上記以外の 
申請事項等 

添付情報 

課税価格 

登録免許税額 



※
答
案
用
紙
の
筆
記
可
能
線
（
答
案
用
紙
の
外
枠
の
二
重
線
）
を
越
え
て
筆
記
を
し
た
場
合
、
当
該
筆
記
可
能
線
を
越
え
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
採
点
さ
れ
ま
せ
ん
。

受 験 地

受 験 番 号

氏 名

（2） 
午後の部

第
三
十
七
問
答
案
用
紙 

 第１欄 

【登記の事由】 

【登記すべき事項】 

【登記すべき事項】（続き） 

【登録免許税の額】 

【添付書面の名称及び通数】 

第２欄 

【登記の事由】 

（08）



※
答
案
用
紙
の
筆
記
可
能
線
（
答
案
用
紙
の
外
枠
の
二
重
線
）
を
越
え
て
筆
記
を
し
た
場
合
、
当
該
筆
記
可
能
線
を
越
え
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
採
点
さ
れ
ま
せ
ん
。

受 験 地

受 験 番 号

氏 名

（2） 
午後の部

第
三
十
七
問
答
案
用
紙 

 第１欄 

【登記の事由】 

【登記すべき事項】 

【登記すべき事項】（続き） 

【登録免許税の額】 

【添付書面の名称及び通数】 

第２欄 

【登記の事由】 



※
答
案
用
紙
の
筆
記
可
能
線
（
答
案
用
紙
の
外
枠
の
二
重
線
）
を
越
え
て
筆
記
を
し
た
場
合
、
当
該
筆
記
可
能
線
を
越
え
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
採
点
さ
れ
ま
せ
ん
。

【登記すべき事項】 

【登録免許税の額】 

【添付書面の名称及び通数】 

【添付書面の名称及び通数】（続き） 

第３欄 

【登記の申請を代理すべきでない事項】 

【理由】 



※
答
案
用
紙
の
筆
記
可
能
線
（
答
案
用
紙
の
外
枠
の
二
重
線
）
を
越
え
て
筆
記
を
し
た
場
合
、
当
該
筆
記
可
能
線
を
越
え
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
採
点
さ
れ
ま
せ
ん
。

【登記すべき事項】 

【登録免許税の額】 

【添付書面の名称及び通数】 

【添付書面の名称及び通数】（続き） 

第３欄 

【登記の申請を代理すべきでない事項】 

【理由】 




